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琴電連立検討委員会 設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 事業中止となっている高松琴平電鉄連続立体交差事業について、都市計画決定からの社

会情勢等の変化を踏まえ、同事業の都市計画のあり方について存廃も視野に検討することを目

的として、琴電連立検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員会） 

第２条 委員会は、別表に掲げる委員で組織する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委

員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 委員会の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

６ 委員に支障があるときは、当該委員が委任する者が会議に出席し、議決に加わることができ

る。ただし、委員長、副委員長は他の者に委任できない。 

７ 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、最初に開催される会議及び委員の

任期満了後における最初の会議は事務局長が招集する。 

８ 委員長は、指定感染症の感染拡大防止或いはその他理由により、やむを得ないと認める場合

は、書面会議又はインターネット環境等を利用した会議を開き、議決を得ることができる。 

 （会議の公開） 

第３条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

であって、委員長が会議の全部又は一部を公開しない旨を決定したときは、この限りではない。 

 一 香川県情報公開条例（平成１２年条例５４号）第７条各号に定める情報に該当すると認め

られる事項について審議等を行う場合 

 二 公開することにより、公正かつ円滑な検討が著しく阻害され、会議の目的が達成できなく

なると認められる場合 

 三 その他、委員長が必要と認める場合 

２ 前項の規定により会議を公開する場合において、議長は、会議の運営上必要があると認める

ときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講じることができる。 

（事務局） 

第４条 委員会事務局は、琴電連続立体交差事業検討業務委託の受注者が行う。 

２ 事務局は、委員会の運営に必要な事務を行う。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和 2年 8月 6日から施行する。 

２ この要綱は、委員会の設置目的を達成したときにその効力を失う。 
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別表 委員（１０名）              （敬称略 令和４年３月 28 日現在） 

区 分 職 名 氏名 備  考 

学識経験者 
日本大学理工学部教授 中村 英夫 

香川大学創造工学部教授 紀伊 雅敦 

 日本政策投資銀行 四国支店長 柏原 亮 

交通事業者 
高松琴平電気鉄道株式会社 

専務取締役  
川上 純一 

国土交通省四国地方整備局建政部 

都市調整官 
渡邉 慶 

関係行政 

機関 

国土交通省四国地方整備局道路部 

道路調査官 
檜田 幸伸 

国土交通省四国運輸局鉄道部次長 秋山 敬介 

香川県警察本部交通部長 旭 国雄 

香川県土木部長 西川 英吉

高松市都市整備局長 板東 和彦 
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１ 第３回検討委員会のふりかえり
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１ 第３回検討委員会のふりかえり
・第３回検討委員会では、現況調査結果の分析を行い、交通対策の課題とその対応案について検討

第１回
（R2.9.1）
第１回
（R2.9.1）

【琴電連立の都市計画の目的の確認】
・都市内交通の安全化と円滑化を図り、都市の健全な発展
に寄与
①交通渋滞及び踏切事故の解消等
②地域分断の解消等
③サンポート高松の都市拠点機能を高める

【検討の論点整理】
・「交通対策」、「まちづくりの姿」、「住民との合意形
成」の３つの論点で検討

【交通対策の検討】
・現況調査結果（交通量、渋滞）の分析
・課題と対応案の検討
・アンケート調査の概要

第５回第５回
【これまでの検討の整理】
・都市計画の存廃の方向性に応じた今後のスケジュール
などの整理

【住民との合意形成】
・住民等との合意形成の方策について（手法、評価方法）

〇現況調査結果の分析
・主要３踏切の交通量調査、渋滞調査、運輸団体へのヒアリ
ング結果について分析
〇課題と対応案の検討
・「交通対策」の課題は、本町踏切の渋滞の解消と大型車通
行時の安全性の確保

・対応案は、短期的対策は高松市による本町踏切の暫定整備
計画、中長期的対策は本町踏切を東西に越える高架の道路
の整備
〇アンケート調査の概要
・調査内容を報告

【琴電連立の都市計画に関する課題の整理】
・これまでの課題の確認
【今後の検討の進め方】
・「交通対策」の評価方法の検討

第２回
（R3.2.3）
第２回
（R3.2.3）

【アンケート調査結果の分析】
・アンケート調査結果を踏まえ、交通対策の評価を実施
【まちづくりの姿についての検証】
・「まちづくりの姿」についての検証
【都市計画の存廃の方向性】
・「交通対策」の評価や「まちづくりの姿」の検証を踏ま
え、都市計画の存廃の方向性を決定
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第３回
（R3.11.5）
第３回

（R3.11.5）

第４回
（R4.3.28）
第４回

（R4.3.28）

【交通対策の検討】

第６回第６回
【委員会の結論の確認】
・今後の対応も含めた都市計画の存廃についての住民との
合意形成

・今後のスケジュール等も含めた委員会の結論



２ 第４回検討委員会の検討内容
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○第３回検討委員会で報告した交通対策の検討結果と、第３回検討委員会後、実施したアンケート調査
結果から「交通対策の評価」を実施

〇まちづくりの姿について検証を実施
〇「交通対策の評価」、「まちづくりの姿の検証」から都市計画の存廃の方向性を検討

都市計画の存廃の方向性都市計画の存廃の方向性
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２ 第４回検討委員会の検討内容

アンケート調査結果の分析

交通対策の評価交通対策の評価

まちづくりの姿
について

まちづくりの姿
について

第４回検討委員会の検討範囲

【第３回】交通対策の検討

アンケート調査の実施



３ アンケート調査結果の分析
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①アンケートの実施概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
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①アンケートの実施概要

調査の実施概要
対象者 高松市に居住している20歳以上75歳未満の市民
調査方法 郵送配布・郵送回収
抽出方法 無作為抽出
配布数 4,000通
調査期間 令和３年11月30日（火）（発送）～令和３年12月15日（水）（投函期限）
回収数 1,399通（回収率 35％）

〇アンケート実施の結果、1,399通の回答があり、統計的に必要な数（約1,000通）を満足した

項目 設問概要
１．あなたご自身のことについて

■年齢、地域など回答者の属性
２．交通に関する施策について

■「過度に自動車に依存しないまちづくり」の方針に関する意見
■道路に関する施策の重要度

３．琴電連続立体交差事業の都市計画について
■琴電連立事業や事業中止に関する認知度
■平面軌道による生活への不都合に関する意見

４．琴電連続立体交差事業に関係する主要な３踏切の交通渋滞状況について
■３踏切の通過頻度、混雑や交通量に関する印象

５．琴電連続立体交差事業に関係する主要な３踏切の自動車交通対策について
■３踏切の自動車交通対策に関する意見

６．自由意見



5.8%

10.5%

17.4%

20.2%

23.8%

22.2%

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

1,395名

62.8%
16.6%

5.9%

1.9%
1.3%

11.5%

週に５日以上運転

週に２～３日程度運転

週に１日程度運転

月に１～２回程度運転

年に数回程度運転

運転しない又は免許をもっ
ていない

1,388名

②アンケート調査結果の分析
１．あなた自身のことについて
■年齢、地域など回答者の属性

「60歳代」が23.8％と最も多く、次いで「70歳以上」が
22.2％となっている

問．あなたの年齢について教えてください（令和３年10月1日現在）。 問．あなたの自動車（オートバイ含む）の運転頻度について教えてください。

「週に５日以上運転」が62.8％と最も多い
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年齢 自動車の運転頻度



59.4%

47.9%

24.6%

29.0%

13.0%

15.6%

1.7%

3.8%

1.0%

2.1%

0.3%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿線地域

その他地域

賛同できる どちらかといえば賛同できる どちらともいえない

どちらかといえば賛同できない 賛同できない わからない

ｎ=293

ｎ=1088

50.2%

27.9%

15.2%

3.3%

2.1%1.4%

賛同できる

どちらかといえば賛同できる

どちらともいえない

どちらかといえば賛同できない

賛同できない

わからない

1,396名
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②アンケート調査結果の分析
２．交通に関する施策について
■「過度に自動車に依存しないまちづくり」の方針に関する意見

・過度に自動車に依存しない公共交通を基軸にしたまちづくり
に「賛同できる」「どちらかといえば賛同できる」の割合が
約8割
・運転頻度、地域に関わらず賛同意見が約8割

問．香川県及び高松市では、「過度に自動車に依存しないコンパクトで人と環境にやさしい公共交通を基軸とした持続可能なまちづくり」を目指しています。
この方針についてどう思いますか。

過度に自動車に依存しない公共交通を基軸にした
まちづくりに賛同する意見が多く、そのようなま
ちづくりを進めると、市街地の渋滞緩和等にもつ
ながると考えられる

まちづくりの方針について

「賛同意見」
約8割

46.5%

48.9%

59.8%

57.7%

55.6%

65.4%

27.8%

35.5%

26.8%

26.9%

22.2%

19.5%

17.7%

11.7%

12.2%

3.8%

16.7%

8.8%

4.0%

3.5%

0.0%

7.7%

5.6%

0.0%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.9%

1.0%

0.4%

1.2%

3.8%

0.0%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に５日以上運転

週に２～３日程度運転

週に１日程度運転

月に１～２回程度運転

年に数回程度運転

運転しない又は免許をもっ
ていない

賛同できる どちらかといえば賛同できる どちらともいえない

どちらかといえば賛同できない 賛同できない わからない

ｎ=871

ｎ=231

ｎ=82

ｎ=26

ｎ=18

ｎ=159

運
転
頻
度
（
高
）

約8割

約8割

運転頻度別の意見

地域別の意見

（連立事業区間の沿線
概ね1ｋｍの範囲）



27.5%

46.3%

11.5%

9.3%

2.6% 2.8%

渋滞対策

交通安全対策

橋や舗装の老朽化対策

バリアフリー化など快適な道路
整備
わかりやすい案内標識などの整
備
その他

1,391名

②アンケート調査結果の分析
２．交通に関する施策について
■道路に関する施策の重要度

・「交通安全対策」が46.3％と最も多く、次いで、「渋滞対策」
が27.5％となっている

・運転頻度、年齢に関わらず「交通安全対策」の割合が最も高い
・運転頻度別では、運転頻度が高いほど「渋滞対策」の割合が高
い

・年齢別では、年齢が低くなるほど「渋滞対策」の割合が高い

問．道路に関する施策において、あなたが重要と思うものを教えてください。

「交通安全対策」、「渋滞対策」の順で重要と思わ
れている

33.0%

21.2%

20.7%

3.7%

11.1%

14.6%

44.6%

53.7%

48.8%

48.1%

61.1%

41.4%

11.1%

10.8%

15.9%

25.9%

5.6%

11.5%

6.3%

8.7%

8.5%

14.8%

11.1%

26.1%

2.7%

1.7%

4.9%

0.0%

5.6%

2.5%

2.3%

3.9%

1.2%

7.4%

5.6%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に５日以上運転

週に２～３日程度運転

週に１日程度運転

月に１～２回程度運転

年に数回程度運転

運転しない又は免許を
もっていない

渋滞対策 交通安全対策 橋や舗装の老朽化対策 バリアフリー化など快適な道路整備 わかりやすい案内標識などの整備 その他

ｎ=867

ｎ=231

ｎ=82

ｎ=27

ｎ=18

ｎ=157

38.3%

36.1%

28.9%

29.4%

23.8%

21.8%

43.2%

49.0%

47.9%

46.2%

45.5%

45.8%

7.4%

8.8%

8.3%

10.4%

13.3%

14.9%

7.4%

2.7%

9.9%

8.2%

11.1%

11.7%

0.0%

1.4%

1.2%

2.2%

3.9%

3.9%

3.7%

2.0%

3.7%

3.6%

2.4%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

渋滞対策 交通安全対策 橋や舗装の老朽化対策

バリアフリー化など快適な道路整備 わかりやすい案内標識などの整備 その他

ｎ=81

ｎ=147

ｎ=242

ｎ=279

ｎ=332

ｎ=308

年齢別の意見

運転頻度別の意見

年
齢
（
低
）

運
転
頻
度
（
高
）

道路に関する施策において重要と思うもの
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交通安全対策の割合が
最も高い

交通安全対策の割合が
最も高い



34.5%

27.0%

30.7%

25.8%

34.8%

47.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿線地域

その他地域

知っていた 聞いたことはあった 知らなかった

ｎ=293

ｎ=1083

28.6%

26.9%

44.4%
知っていた

聞いたことはあった

知らなかった

1,393名

7.4%

10.9%

19.8%

30.2%

36.3%

39.7%

12.3%

17.7%

21.5%

31.3%

30.2%

31.6%

80.2%

71.4%

58.7%

38.4%

33.5%

28.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

知っていた 聞いたことはあった 知らなかった

ｎ=81

ｎ=147

ｎ=242

ｎ=281

ｎ=331

ｎ=307
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②アンケート調査結果の分析
３．琴電連続立体交差事業の都市計画について
■琴電連立事業や事業中止に関する認知度

・琴電連立事業の都市計画決定を「知っていた」「聞いたこと
はあった」の割合が約6割

・年齢別では、年齢が高くなるほど認知度が高い
・地域別では、沿線地域のほうが認知度が高い

問．琴電連続立体交差事業は、高松市の中心市街地を南北に縦断している琴電を高架化することで、交通渋滞、踏切事故や地域分断を解消するとともに、琴電高松
築港駅をサンポート高松に乗り入れることによる交通結節機能の強化を目的として、平成10年に都市計画決定をしました。このことについてご存じでしたか。

年齢別の意見

地域別の意見

都市計画決定の認知度は6割程度であり、琴電連立
事業に対する関心が高いとはいえない

年
齢
（
高
）

琴電連立事業の都市計画決定（平成10年）の認知度

計画の認知度
約6割

（連立事業区間の沿線
概ね1ｋｍの範囲）



19.4%

16.7%

63.9%

知っていた

聞いたことはあった

知らなかった

1,395名

7.4%

6.1%

16.5%

17.1%

24.8%

27.3%

8.6%

10.9%

8.2%

19.6%

19.3%

22.7%

84.0%

83.0%

75.3%

63.3%

55.9%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

知っていた 聞いたことはあった 知らなかった

ｎ=81

ｎ=147

ｎ=243

ｎ=281

ｎ=331

ｎ=308
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②アンケート調査結果の分析
３．琴電連続立体交差事業の都市計画について
■琴電連立事業や事業中止に関する認知度

・都市計画を残したまま事業中止していることを「知ってい
た」「聞いたことはあった」の割合が約4割

・年齢別では、年齢が高くなるほど認知度が高い
・地域別では、沿線地域のほうが認知度が高い

問．琴電連続立体交差事業は、琴電を取り巻く経済環境や県の厳しい財政状況などを踏まえ、都市計画決定を残したまま、平成22年に事業中止としています。
このことについてご存じでしたか。

年齢別の意見

都市計画を残したまま事業中止していることの認
知度は４割程度であり、そのことに対する認識が
高いとはいえない

年
齢
（
高
）

琴電連立事業の事業中止（平成22年）の認知度

都市計画を残した
まま事業中止して
いることの認知度

約4割

22.9%

18.3%

20.5%

15.5%

56.7%

66.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿線地域

その他地域

知っていた 聞いたことはあった 知らなかった

ｎ=293

ｎ=1085

地域別の意見

（連立事業区間の沿線
概ね1ｋｍの範囲）



29.5%

36.6%

55.1%

48.5%

13.7%

11.6%

1.7%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿線地域

その他地域

特にない 不都合なことはあるが、許容の範囲内である

許容の範囲を超えて、不都合なことがある わからない

ｎ=292

ｎ=1081

35.3%

49.7%

12.1%

2.9%

特にない

不都合なことはあるが、許容
の範囲内である

許容の範囲を超えて、不都
合なことがある

わからない

1,390名

②アンケート調査結果の分析
３．琴電連続立体交差事業の都市計画について
■平面軌道による生活への不都合に関する意見

問．琴電連続立体交差事業の計画区間では、現在、琴電の線路が平面で走っていますが、
その線路や踏切があることによって、生活に不都合なことはありますか。

運
転
頻
度
（
高
）

34.2%

29.0%

39.5%

50.0%

22.2%

46.2%

50.2%

58.4%

48.1%

42.3%

72.2%

34.8%

13.1%

11.3%

7.4%

7.7%

5.6%

11.4%

2.5%

1.3%

4.9%

0.0%

0.0%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に５日以上運転

週に２～３日程度運転

週に１日程度運転

月に１～２回程度運転

年に数回程度運転

運転しない又は免許を
もっていない

特にない 不都合なことはあるが、許容の範囲内である

許容の範囲を超えて、不都合なことがある わからない

ｎ=865

ｎ=231

ｎ=81

ｎ=26

ｎ=18

ｎ=158

琴電の線路が平面で走っていることによる生活への不都合

12

平面軌道により「許容の範囲を超えて、生活に不都合なこ
とがある」と感じている人は１割程度と少ない

「許容の範囲を超えて、不都合なこと
がある」約1割

「許容の範囲を超えて、不都合なこと
がある」約1割

運転頻度別の意見

地域別の意見

・「特にない」が35.3％「不都合なことはあるが、許容の範囲内であ
る」が49.7％、「許容の範囲を超えて不都合なことがある」は
12.1％
・地域、運転頻度に関わらず、「許容の範囲を超えて、不都合なことが
ある」の割合は約１割

「許容の範囲を超えて、
不都合なことがある」

約１割

（連立事業区間の沿線
概ね1ｋｍの範囲）



61.0%
22.7%

12.9%
0.5%

3.0%

踏切で待たされるから

踏切を横断する際、危険を
感じるから
東西の往来がしにくいから

地域のコミュニティが分断され
ているから
その他

846名

59.4%

62.0%

22.8%

22.5%

14.2%

12.0%

1.0%

0.3%

2.5%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

沿線地域

その他地域

踏切で待たされるから 踏切を横断する際、危険を感じるから

東西の往来がしにくいから 地域のコミュニティが分断されているから

その他

ｎ=197

ｎ=640

②アンケート調査結果の分析
３．琴電連続立体交差事業の都市計画について
■平面軌道による生活への不都合に関する意見

運
転
頻
度
（
高
）

63.9%

58.5%

47.7%

69.2%

71.4%

52.9%

19.6%

27.7%

29.5%

15.4%

21.4%

30.0%

13.3%

10.7%

20.5%

15.4%

7.1%

8.6%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

2.6%

3.1%

2.3%

0.0%

0.0%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に５日以上運転

週に２～３日程度運転

週に１日程度運転

月に１～２回程度運転

年に数回程度運転

運転しない又は免許を
もっていない

問3-3で2と3を選んだ理由（運転頻度）

踏切で待たされるから 踏切を横断する際、危険を感じるから
東西の往来がしにくいから 地域のコミュニティが分断されているから
その他

ｎ=540

ｎ=159

ｎ=44

ｎ=13

ｎ=14

ｎ=70

13

・「踏切で待たされるから」が61.0％、次いで「踏切を横断する際、危
険を感じるから」が22.7％

・地域、運転頻度に関わらず、「踏切で待たされるから」が最も多く、
次いで「踏切を横断する際、危険を感じるから」となっている

「踏切で待たされるから」の割合が最も高い

「踏切で待たされるから」の割合が最も高い

運転頻度別の意見

地域別の意見

生活への不都合を感じる理由

平面軌道による一番大きい生活への影響は、「踏切で待た
される」ことである

問．前頁の問で、「２．不都合なことはあるが、許容の範囲内である」、「３．許容の範囲を超
えて、不都合なことがある」と回答された方におたずねします。なぜそのように思いますか。
理由をお聞かせください。（最もあてはまると思う項目に〇印１つ）

（連立事業区間の沿線
概ね1ｋｍの範囲）



4.6%
6.9%

7.9%

27.7%

48.4%

4.5%

週に5日以上通る 週に2～3日程度通る
週に1日程度通る 月に1～2回程度通る
ほとんど通らない 通ったことがない

1,360名

4.5%
9.5%

11.4%

28.1%

40.7%

5.8%

週に5日以上通る 週に2～3日程度通る
週に1日程度通る 月に1～2回程度通る
ほとんど通らない 通ったことがない

1,350名

5.5%

12.9%

11.9%

31.3%

34.7%

3.8%

週に5日以上通る 週に2～3日程度通る
週に1日程度通る 月に1～2回程度通る
ほとんど通らない 通ったことがない

1,360名

②アンケート調査結果の分析

各踏切において、月1回以上通ると回答した人の割合は、本町踏切が約5割、福田町第四踏切が約5割、観光道路踏切が約6割
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４．琴電連続立体交差事業に関する主要な３踏切の交通渋滞状況について
■３踏切の通過頻度、混雑や交通量に関する印象

問．主要な３踏切の通過頻度について教えてください。

各踏切を月1回以上通る利用者の割合は、「本町踏切」、「福田町第四踏切」が5割程度、「観光道路踏切」
が6割程度となっており、各踏切の通過頻度は同程度である

A）本町踏切 B）福田町第四踏切 C）観光道路踏切

月１回以上通る人の割合
約5割

月１回以上通る人の割合
約5割

月１回以上通る人の割合
約６割



25.2%

28.5%8.8%

6.3%
0.7%

30.5%

非常に渋滞している やや渋滞している
どちらともいえない あまり渋滞していない
まったく渋滞していない わからない

1,335名

8.1%

31.4%

16.8%

11.0%

1.8%

30.8%

非常に渋滞している やや渋滞している
どちらともいえない あまり渋滞していない
まったく渋滞していない わからない

1,326名

10.0%

30.7%

17.4%

13.8%

1.9%

26.2%

非常に渋滞している やや渋滞している
どちらともいえない あまり渋滞していない
まったく渋滞していない わからない

1,336名

②アンケート調査結果の分析
４．琴電連続立体交差事業に関する主要な３踏切の交通渋滞状況について
■３踏切の通過頻度、混雑や交通量に関する印象

「非常に渋滞している」と感じている人の割合は、本町踏切が25.2％、福田町第四踏切が8.1％、観光道路踏切が10.0％

問．主要な３踏切の渋滞状況の印象を教えてください。

本町踏切は他の主要な２踏切と比較して「非常に渋滞している」と感じている人の割合が高く、渋滞の問題
が大きいと考えられる
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A）本町踏切 B）福田町第四踏切 C）観光道路踏切



48.2%

25.3%

19.9%

1.2%
5.4%

踏切で待たされるから

踏切を横断する際、危険
を感じるから
東西の往来がしにくいから

地域のコミュニティが分断さ
れているから
その他

166名

49.4%

28.0%

32.1%

22.1%

33.3%

37.2%

7.8%

10.7%

7.7%

2.6%

8.0%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

18.2%

20.0%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ）本町踏切

Ｂ）福田町第四踏切

Ｃ）観光道路踏切

非常に渋滞している やや渋滞している どちらともいえない

あまり渋滞していない まったく渋滞していない わからない

ｎ=77

ｎ=75

ｎ=78

35.3%

49.7%

12.1%

2.9%

特にない

不都合なことはあるが、許容
の範囲内である

許容の範囲を超えて、不都
合なことがある

わからない

1,390名

②アンケート調査結果の分析
４．琴電連続立体交差事業に関する主要な３踏切の交通渋滞状況について
■３踏切の通過頻度、混雑や交通量に関する印象

【主要な3踏切の渋滞状況の印象】と【琴電の線路が平面で走っていることによる生活への不都合】、【不都合の理由】を組み合わせた集計

・線路や踏切により、許容の範囲を超えて不都合なことがある人が12.1％。そのうち48.2％が「踏切で待たされるから」と回答
・「踏切で待たされるから」と回答した人の3踏切の渋滞状況の印象は、「非常に渋滞している」の割合が、本町踏切49.4％、福田町
第四踏切28.0％、観光道路踏切32.1％となっており、本町踏切が他の2踏切と比較して高い

許容の範囲を超えて不都合がある人のうち、本町踏切が「非常に渋滞している」と感じている割合は福田町第四
踏切、観光道路踏切と比較して高く、本町踏切は渋滞の問題が大きいと考えられる

〇線路や踏切により「許容の範囲を超えて、不都合なことがある」と回答した人に着目して、3踏切の渋滞状況の印象について分析
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（12頁の問の集計結果の再掲）
琴電の線路や踏切が平面で走っている
ことによる生活へ不都合

（許容の範囲を超えている人について、不都合の理由を再集計）
「許容の範囲を超えて、不都合なことがある」と回答
した人の理由

「踏切で待たされるから」を選択した人の
3踏切の渋滞状況の印象

本町踏切は「非常に渋滞している」の割合が高い



0.4%
7.0%

26.0%

15.3%
8.2%

43.2%

非常によくなった ややよくなった
どちらともいえない あまりよくなっていない
まったくよくなっていない わからない

1,337名

0.5%
8.7%

30.6%

12.6%4.0%

43.6%

非常によくなった ややよくなった
どちらともいえない あまりよくなっていない
まったくよくなっていない わからない

1,334名

0.7%

9.8%

30.4%

13.3%4.5%

41.1%

非常によくなった ややよくなった
どちらともいえない あまりよくなっていない
まったくよくなっていない わからない

1,341名

②アンケート調査結果の分析
４．琴電連続立体交差事業に関する主要な３踏切の交通渋滞状況について
■３踏切の通過頻度、混雑や交通量に関する印象

・渋滞状況が「よくなった」と感じている人の割合は、本町踏切が7.4％、福田町第四踏切が9.2％、観光道路踏切が10.5％
・渋滞状況が「よくなっていない」と感じている人の割合は、本町踏切が23.5％、福田町第四踏切は16.6％、観光道路踏切が17.8％
・「よくなっていない」と「よくなった」の差は、本町踏切が16.1ポイント、福田町第四踏切が7.4ポイント、観光道路踏切が7.3ポイント

問．琴電連続立体交差事業が計画された約22年前と比較して、データ上は主要な３踏切における自動車交通量は減少傾向となっていますが、あなたご自身は渋滞状
況の変化をどのように感じていますか。

「よくなっていない」と「よくなった」との差が、本町踏切は他の主要な2踏切と比較して約2倍であり、改善が
十分でないと考えられる

1717

B）福田町第四踏切 C）観光道路踏切A）本町踏切

「よくなってい
ない」と「よく
なった」の差
16.1ポイント

「よくなってい
ない」と「よく
なった」の差
7.4ポイント

「よくなってい
ない」と「よく
なった」の差
7.3ポイント

「よくなった」
7.4％

「よくなっていない」
23.5％

「よくなっていない」
16.6％

「よくなった」
9.2％

「よくなった」
10.5％

「よくなっていない」
17.8％



16.5%

37.1%22.4%

8.1%

2.8%
2.1%

10.9%

1,245名
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②アンケート調査結果の分析
５．琴電連続立体交差事業に関係する主要な３踏切の自動車交通対策について

■３踏切の自動車交通対策に関する意見

18

・「図-1の暫定整備の対策を行えば、十分である」人の割合は16.5％
・高架の道路の対策まで行えば「効果が期待できる」「一定の効果が期待できる」も
しくは「ほかに対策がないのであればやむを得ない」という意見の合計は67.6％

図-１（高松市による本町踏切の暫定整備計画の概要）

図-２（高架の道路のイメージ図）

問． A)本町踏切については、琴電連続立体交差事業の中止の状況を受け、現況の混雑状況の緩和に向けた即効的（短期的）な対策として、図-１のような暫定整
備を高松市において、進めていく予定にしておりますが、暫定整備後の交通状況を踏まえ、抜本的（中長期的）な対策として、図-２のような高架の道路を
つくって、踏切と立体交差することが有効ではないかと考えております。この対策についてどう思いますか。あなたの意見をお聞かせください。

本町踏切については、暫定整備を高松市において進めているが、暫定整
備後の交通状況を踏まえた中長期的な対策としての高架の道路整備まで
行えば、暫定整備の対策で十分である人を加えると、約8割の人が「十
分である」、「効果が期待できる」もしくは「やむを得ない」と考えて
いる

自動車交通対策について

暫定整備の対策
で十分である人
を加えると、高
架の道路整備ま
で行えば、「十
分である」、
「効果が期待で
きる」もしくは
「やむを得な
い」という意見
約8割

図-1の暫定整備の対策を行えば、十分であ
る
図-2までの対策を行えば、十分であり、効果
が期待できる
図-2までの対策を行っても、十分であるとまで
は言えないが、一定の効果が期待できる
他に対策がないのであれば、図-2までの対策
でやむを得ない
図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が
あまり期待できない
図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が
期待できない
わからない。特に意見はない



3.6%

8.1%

10.3%

15.0%

21.1%

16.7%

54.5%

51.2%

41.2%

39.9%

33.9%

10.4%

16.4%

23.3%

30.9%

27.5%

17.9%

16.7%

7.3%

8.1%

10.3%

8.1%

8.2%

8.3%

7.3%

2.3%

3.1%

2.3%

2.4%

2.1%

7.3%

3.5%

0.0%

3.5%

1.0%

2.1%

3.6%

3.5%

4.1%

3.8%

15.5%

43.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に5日以上通る

週に2～3日程度通る

週に1日程度通る

月に1～2回程度通る

ほとんど通らない

通ったことがない

図-1の暫定整備の対策を行えば、十分である
図-2までの対策を行えば、十分であり、効果が期待できる
図-2までの対策を行っても、十分であるとまでは言えないが、一定の効果が期待できる
他に対策がないのであれば、図-2までの対策でやむを得ない
図-2までの対策を行っても十分でなく、効果があまり期待できない
図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が期待できない
わからない。特に意見はない

ｎ=55

ｎ=86

ｎ=97

ｎ=346

ｎ=587

ｎ=48

4.8%

14.9%

25.7%

31.6%

75.0%

21.8%

47.9%

41.0%

32.4%

30.4%

0.0%

28.4%

29.6%

24.9%

21.9%

19.0%

25.0%

14.3%

7.4%

9.7%

7.6%

6.3%

0.0%

8.3%

4.2%

2.9%

2.9%

2.5%

0.0%

1.4%

3.5%

2.9%

1.0%

1.3%

0.0%

0.9%

2.6%

3.7%

8.6%

8.9%

0.0%

24.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に渋滞している

やや渋滞している

どちらともいえない

あまり渋滞していない

まったく渋滞していない

わからない

図-1の暫定整備の対策を行えば、十分である

図-2までの対策を行えば、十分であり、効果が期待できる

図-2までの対策を行っても、十分であるとまでは言えないが、一定の効果が期待できる

他に対策がないのであれば、図-2までの対策でやむを得ない

図-2までの対策を行っても十分でなく、効果があまり期待できない

図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が期待できない

わからない。特に意見はない

ｎ=311

ｎ=349

ｎ=105

ｎ=79

ｎ=8

ｎ=349
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②アンケート調査結果の分析
５．琴電連続立体交差事業に関係する主要な３踏切の自動車交通対策について

■３踏切の自動車交通対策に関する意見

19

問．前頁の問について、本町踏切の通過頻度別、渋滞状況の印象別の意見

本町踏切の通過頻度や渋滞状況の印象に関わらず、暫定整備後の交通状況を踏まえた中長期的な対策としての高
架の道路整備まで行えば、暫定整備の対策で十分である人を加えると、8割以上の人が「十分である」、「効果
が期待できる」もしくは「やむを得ない」と考えている

通
過
頻
度
（
高
）

渋
滞
の
印
象
（
高
）

本町踏切の通過頻度別の対応案に対する意見 本町踏切の渋滞状況の印象別の対策案に関する意見

通過頻度に関わらず８割以上
※「通ったことがない」を除く

渋滞状況の印象に関わらず８割以上
※「わからない」を除く



16.5%

37.1%22.4%

8.1%

2.8%
2.1%

10.9%
図-1の暫定整備の対策を行えば、十分であ
る
図-2までの対策を行えば、十分であり、効果
が期待できる
図-2までの対策を行っても、十分であるとまで
は言えないが、一定の効果が期待できる
他に対策がないのであれば、図-2までの対策
でやむを得ない
図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が
あまり期待できない
図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が
期待できない
わからない。特に意見はない

1,245名

20

②アンケート調査結果の分析
５．琴電連続立体交差事業に関係する主要な３踏切の自動車交通対策について

■３踏切の自動車交通対策に関する意見

20

問． 18頁の問で、「５．図-2までの対策を行っても十分でなく、効果があまり期待できない」、「６．図-2までの対策を行っても十分でなく、効果が期待できな
い」と回答された方におたずねします。なぜそのように思いますか。理由をお聞かせください。

「高架の道路の対策」まで行っても効果が期待できないと考えている人は約５％と少ないが、その主な理由
としては、「琴電の立体化が望ましい」「図-1、図-2の整備案には課題がある」などであった

・自動車交通対策について、図-2の高架の対策では効果が期待できないと回答した人の割合は4.9％（n=61）
・理由として、琴電の立体化が望ましいという意見（ｎ=23）や、図-1、図-2の整備案に問題があるという意見（ｎ=13）があった

23

9

4

13

4

5

3

10

0 10 20 30

琴電の立体化が望ましい

交通事故、危険性がある

まちづくりの観点が必要

図１、図２の整備案に課題がある

代替案を検討すべき

景観や環境、周辺施設に影響がある

事業の推進に課題がある

その他

効果が期待できない理由（一つの意見に複数の内容あり）

n=58

自動車交通対策について 〇主な意見の分類について・「図-2までの対策を行っても十分でなく
効果が（あまり）期待できない」と回
答した61名のうち58名が理由を記述

4.9％



21

②アンケート調査結果の分析
５．自由意見

21

問．琴電連続立体交差事業の都市計画に関して、ご意見がありましたらご記入をお願いいたします。

本町踏切の対策に関する意見や琴電連立に関する意見、まちづくりや公共交通の利用に関する意見等があった

〇主な意見について（678名が自由意見を記入し、延べ869件の意見があった）

①本町踏切の危険性、対策の必要性（81件）
・本町踏切はいつも混雑しているし、危険である。
・早急な改善の必要性を感じる。

②本町踏切の高架の道路整備への期待（140件）
・高架の道路が出来ることでスムーズに通行できる。
・高架になれば事故の不安が減って安心して通行できる。
・早急に図２の高架の道路のイメージで整備を進めてほしい。

③琴電連立が望ましい（97件）
・琴電が高架になれば、渋滞の緩和や歩行者の安全性、利用者の利便性が
高まる。
・道路ではなく鉄道を高架にしたほうがよい。

④琴電連立は必要ない（61件）
・琴電を取り巻く経済環境や県の財政状況などを踏まえれば、連続立体交
差事業の廃止で良いのではないか。
・都市計画を廃止して、対策が必要なところを個別に対応する方が良いの
ではないか。

⑤まちづくりや公共交通利用の促進（53件）
・高齢者や子どもの交通手段を考えるべき、公共交通の充実を検討すべき。
・郊外の駅への駐車場整備や自転車購入補助などにより、車を減らせる工
夫があるのではないか。

⑥その他（437件）
・交通安全対策や既存の道路の歩行者・自転車道の整備等が必要である。
・税金は、真に必要なところに使ってほしい。



〇主要な３踏切※の人身事故は平成19年を最後に発生しておらず、また、現況調査結果から、３踏切を通過する自動車交通量は減少
傾向であり、高松市による将来推計においても、高松市全体の自動車交通の発生集中量は減少していることから、現況より悪化す
るとは考えにくい

〇アンケート結果から、平面軌道により、許容の範囲を超えて、現在の生活に不都合を感じている人が少ない
〇現況調査結果等から、本町踏切については福田町第四踏切や観光道路踏切に比べ、平均渋滞長や平均踏切通過時間が長く、渋滞の
問題が大きいと考えられる

〇自動車交通対策の問題が大きい本町踏切については、暫定整備を高松市において進めており、アンケート結果から、その暫定整備
後の交通状況を踏まえた中長期的な対策としての高架の道路整備まで行えば、暫定整備の対策で十分である人を加えると、約8割
の人が「十分である」、「効果が期待できる」もしくは「やむを得ない」と考えている

等を考慮すると都市計画を廃止しても支障がないと考えられる 22

③交通対策の評価

運輸関係団体へ
のヒアリング
運輸関係団体へ
のヒアリング

〇本町踏切は、他の主要な２踏切と比べ、渋滞しており、
大型車通行時の安全性確保にも問題があるため、対策
が必要である

〇福田町第四踏切、観光道路踏切は、一時的な渋滞はあ
るが、大きな問題とは考えていない

本町踏切は、他の主要な２踏切と比べ、「非常に渋滞し
ている」と感じている人の割合が高い

アンケート結果
（渋滞の印象）
アンケート結果
（渋滞の印象）

アンケート結果
（本町踏切の

対応案）

アンケート結果
（本町踏切の

対応案）

本町踏切については、暫定整備を高松市において進めて
いるが、暫定整備後の交通状況を踏まえた中長期的な対
策としての高架の道路整備まで行えば、暫定整備の対策
を行えば十分である人を加えると、約8割の人が「十分
である」、「効果が期待できる」もしくは「やむを得な
い」と考えている

平面軌道による生活への不都合は、
「特にない」が約４割、「不都合
なことはあるが、許容の範囲内で
ある」が約5割であり「許容の範囲
を超えて不都合なことがある」は残
る約1割であった

現況調査結果等現況調査結果等

〇主要な３踏切※を通過する自動車交通量は減少傾向であり、高松市による将来推計においても、高松市全体の自動
車交通の発生集中量は減少している

〇福田町第四踏切と観光道路踏切の渋滞については、市内の混雑している交差点の20位以下に相当しているが、
本町踏切については、平均渋滞長や平均踏切通過時間が長く、渋滞の問題が大きいと考えられる

〇主要な３踏切の人身事故は平成19年を最後に発生していない

アンケート結果
（平面軌道による
生活への不都合）

アンケート結果
（平面軌道による
生活への不都合）

※琴電連立計画区間の東西主要路線の３踏切
本町踏切（市道高松海岸線）
福田町第四踏切（国道11号）
観光道路踏切（観光通り）



４ まちづくりの姿についての検証

23

①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （高松市作成資料）・・・・・・・・・・・・・・ 24
（１）サンポート高松の都市拠点機能の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
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①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （１）サンポート高松の都市拠点機能の向上

24

〇高松市サンポート地区都市再生検討委員会における検討

新たな合意形成体 ＝ エリアプラッ
トフォーム

高松市サンポート地区都市再生検討委員会における検討

連立計画の影響
を受ける箇所

・サンポート高松の回遊性の向上や安全で快適な歩行空間の確保による利便性の向上を図るため、屋根付き歩道や連絡
デッキ等の整備について、高松市サンポート地区都市再生検討委員会で検討を行ってきた。

・琴電連立検討の影響を受けない範囲の周辺環境整備に令和４年度から着手予定
・琴電高松築港駅付近の琴電の都市計画の影響を受ける範囲は、サンポート地区全体のグランドデザインを
検討 ⇒未来ビジョン

屋根付き歩道等のイメージ図

整備予定箇所

既設箇所

屋根付き歩道や連絡デッキ

凡例

【高松市作成資料】



プラットフォームアーキテクト

合意形成体の最適化を図る
ハブ機能

意見の受け皿

情報発信

サービス提供

プレイヤー

地権者

行政

企業

◆官民の立場を理解

◆新たな価値観の創出

◆巻き込む発信力 未来ビジョン

＜第一段＞

次項へ

エリアプラットフォーム

住民

交通

①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （１）サンポート高松の都市拠点機能の向上

〇未来ビジョンの検討
■サンポートエリアのまちづくり－エリアプラットフォームの構成－

25【高松市作成資料】



丸亀町商店街方面

県民
ホール

県立
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

北浜
方面

サンライズテラス

フェリー
ターミナル

旧宇高フェリー

朝日町
福岡町
方面

公設
市場
方面

（国道フェリー廃止）

サンポート多目的広場

駅前広場（駅間連絡）

・ イベント開催
マルシェ・キッチンカー等

玉藻公園

・ イベント開催

ハーバープロムナード

・ イベント開催

水城通り

・ イベント開催
マルシェ・キッチンカー等

・ イベント開催

あつまる エリア へ

が

ひと
もの

こと

史跡保全による制約

国道フェリー廃止により
車道需要の低減

シーフロントプロムナード

・ 周辺住民の憩いの空間

・ 商店街との回遊性向上

・ 海を感じるツール

・ 各施設への誘導 ・ 文化財の活用
県産品売り場・飲食店

玉藻公園西側

・ イベント開催

・ 瀬戸内海との一体感

・ 地域産業との連携

エリア全体

・ MaaS （レンタサイクル）
民有地活用推進

※ 上記は連立が廃止となる場合を想定している。
（連立が早期着手の場合においても、イベント開催箇所が異なる程度である。）

玉藻公園
高松築港駅

多目的広場

シーフロント
プロムナード

キャッスルプロムナード
／水城通り

バラ園周辺

駅前広場（駅間連絡）

高松
マリーナ

イベント開催における課題

・ 車両（搬入用）進入

・ 熱源等の確保

・ 日差し・風対策

①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （１）サンポート高松の都市拠点機能の向上

〇未来ビジョンの検討
■未来ビジョンのイメージ【短期】

26【高松市作成資料】※ 記載の事業は、各施設管理者の了承を得たものではない



つながるエリアへ

が

人
移動

情報

丸亀町商店街方面

県民
ホール

県立
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

北浜
方面

サンライズテラス

フェリー
ターミナル

旧宇高フェリー

朝日町
福岡町
方面

公設
市場
方面

（国道フェリー廃止）

高松築港駅

高松
マリーナ

天守閣
復元

交通モード
の
連携

水産棟との連携向上
高松港

・世界につながる港へ

・ 島を身近に

エリア全体

・ MaaS
・ 移動をパッケージ

・ 一体性

・ 道路・施設再編

意見の受け皿

情報発信

サービス提供

駅前広場

・広場の再編

・ イベントしやすい設備

・ 各施設への誘導

・ 海を感じるツール

・ 窓口の一元化

①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （１）サンポート高松の都市拠点機能の向上

〇未来ビジョンの検討
■未来ビジョンのイメージ【中・長期】

27【高松市作成資料】※ 記載の事業は、各施設管理者の了承を得たものではない



投資機会の創出
まちづくりの発展

早期に結論付けることで“新たなまちづくり”＝“未来ビジョン”につなげる

投資機会の損失
まちづくりの停滞

・高松駅と築港駅の距離は
あるが、人の動線を踏まえ、
駅間や駅周辺の空間を活か
した施策展開が可能。

連立を廃止の場合

・初期に展開した施策効果
により、にぎわいが生じ、事
業者等が、さらなるにぎわい
創出に向け、開発の価値に
対する検討が可能。

現 在

将 来
（数十年後）

・築港駅がいつできる
のか分からないため、
誰も手をつけたくない。

・築港駅が完成したも
のの、人口も減ってき
て、施策を展開する動
機につながらない。

連立を再開の場合

着手時期未定 早期に事業着手

・駅中心の空間を活
かした施策展開が可
能。

・初期に展開した施策
効果により、にぎわい
が生じ、事業者等が、
さらなるにぎわい創出
に向け、開発の価値に
対する検討が可能。

未来ビジョン【短期】

①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （１）サンポート高松の都市拠点機能の向上

〇未来ビジョンの検討
■琴電連立検討委員会への対応

28
【高松市作成資料】
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①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （２）地域分断の解消

〇沿線のまちづくりの姿について（瓦町駅東口駅前広場）
〇瓦町駅東口駅前広場の都市計画決定区域の見直し
→瓦町駅東口駅前広場を含む瓦町松島線の都市計画は、連立事業を前提とした計画となっているため、事業着
手できておらず、建築制限がかかる都市計画決定区域や周辺の開発が進んでいない。現在の都市計画決定区
域を適正な規模や配置に見直すことにより、新たな土地利用や開発が見込まれる。

〇都市計画決定の概要
・瓦町松島線
幅 員 W=25m（駅前広場付近）

・瓦町駅東口駅前広場
広場面積 A=3,900m2
バスバース  4箇所
タクシーバース 3箇所
タクシープール 18台

出典 高松市（R2年撮影）

都市計画決定区域の見直しにより、沿線のまちづくりが進展し、まちの活性化につながる

都市計画決定区域

琴
電
瓦
町
駅

瓦町駅東口駅前広場

瓦町松島線

出典 高松市（令和２年撮影）

琴
電
瓦
町
駅

【高松市作成資料】
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①廃止した場合も含めたまちづくりの姿 （２）地域分断の解消

〇沿線のまちづくりの姿について（市街地のまちづくり）
〇瓦町駅東口駅前広場の早期整備によるアクセス機能向上
→琴電瓦町駅は琴平線、長尾線、志度線が乗り入れる琴電の中でも乗降客が最多の拠点駅であり、瓦町駅東口駅前
広場の都市計画を適正な規模や配置に見直し、バス、タクシー乗り場、駐輪場等を含む駅前広場を早期に整備す
ることによって、主に駅東部エリアにおいて、瓦町駅や中心市街地へのアクセス機能の向上が図られる。

〇新たなレンタサイクルシステムの導入による回遊性向上
→高松市では、これまでのゲート管理による貸し出しを廃止して、車両ごとに施錠管理を行う、新たなレンタサイ
クルシステムの導入に向けて準備を進めている。
新たなシステムにより、都市計画の見直しに伴い整備が見込まれる瓦町駅東口駅前広場をはじめ、建築制限が
なくなる民間用地等へのポート設置のハードルも低くなることから、市内７箇所のポート設置に加え、新たな
ポート設置の可能性が生じることによりレンタサイクルの利用が促進され、回遊性の向上につながると考えられ
る。

新たな結節点整備を行うこと等により、アクセス機能や回遊性の向上が期待でき、交通の利便性が良く人が往来
しやすいまちづくりが進められる

【高松市作成資料】



②琴電連立の都市計画が残っていることによる影響
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琴電連立の都市計画が残っていることによる影響（第３回委員会資料）

・現在の高松築港駅が玉藻公園区域内
にあるため、公園の整備が進まない

・本町踏切に関して、連立事業以外の
抜本的対策を、検討・実施できない

・駅の最終位置が確定しないので、駅
周辺の新たな整備や施設配置が難し
い

新たなまちづくりの
検討における制約
新たなまちづくりの
検討における制約

鉄道の既存施設の更新
改修を制約
鉄道の既存施設の更新
改修を制約

まちの活性化に資する
土地利用の制約
まちの活性化に資する
土地利用の制約

①サンポート高松地区の
まちづくりへの影響

この地図は、高松市長の承認を得て、同市所管の成果（高松市都市計画図1/2,500）を使用して調製
したものです。（承認番号令和３年９月16日高都第232号）

片原町駅

JR高松駅
高松築港駅

花園駅

観光道路踏切

0ｍ 500ｍ 1000ｍ

本町踏切

福田町第四踏切

②玉藻公園の整備計画への
影響

①サンポート高松地区
のまちづくりへの影響

④駅舎の改修等
への影響

②玉藻公園の整備
計画への影響

⑤沿線の土地
利用への影響

・利便性に問題のある高松築港駅の建
替えが難しい

・老朽化した片原町駅の建替えが難し
い

・瓦町駅の改修が難しい

・沿線の土地において、開発や投資を
行うことが難しい

・瓦町東口駅前広場の都市計画区域内
に規制があり、土地の利用が難しい

③本町踏切対策
への影響

④駅舎の改修等への影響

⑤沿線の土地利用への影響

③本町踏切対策への影響



③まちづくりの姿についての検証
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〇サンポート高松の都市拠点機能の向上について
・廃止したとしても、「未来ビジョン」など新たなまちづくりの構想があり、JR高松駅、琴電高松築港駅間や駅周
辺の空間を活かしたまちづくりを進めることができる

〇地域分断について
・廃止したとしても、瓦町駅東口駅前広場の都市計画の見直しによる新たな土地利用や開発の進展、駅前広場の整
備をはじめとする施策により、交通の利便性が良く、人が往来しやすいまちづくりが期待できる。

〇まちづくりへの影響
・琴電連立の都市計画が残っていることにより、まちづくりに様々な制約がある

〇都市計画が廃止されても、「未来ビジョン」など新たなまちづくりの構想を進めることができ、
サンポート高松の都市拠点機能の向上を図ることができる

〇都市計画が廃止されることにより、様々な制約がなくなるため、沿線のまちづくりの検討が進む
等を考慮すると都市計画を廃止しても支障がないと考えられる



５ 都市計画の存廃の方向性
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5 都市計画の存廃の方向性
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交
通
対
策

交
通
対
策

ま
ち
づ
く
り
の
姿

ま
ち
づ
く
り
の
姿

琴電連立の都市計画について、廃止の方向性をもって今後検討を進める存廃の
方向性
存廃の
方向性

琴電連続立体交差事業は、琴電を取り巻く経済環境や県の厳しい財政状況などを踏まえ、都市計画決定を残したまま、平成
22年に事業中止しましたが、現在においても、事業を再開できる状況になく、おおむね20年後の都市の姿を示した県や市の
都市計画マスタープランにも位置づけられていない

〇主要な３踏切※の人身事故は平成19年を最後に発生しておらず、また、現況調査結果から、３踏切を通過す
る自動車交通量は減少傾向であり、高松市による将来推計においても、高松市全体の自動車交通の発生集中
量は減少していることから、現況より悪化するとは考えにくい
〇アンケート結果から、平面軌道により、許容の範囲を超えて、現在の生活に不都合を感じている人が少ない
〇現況調査結果等から、本町踏切については福田町第四踏切や観光道路踏切に比べ、平均渋滞長や平均踏切
通過時間が長く、渋滞の問題が大きいと考えられる
〇自動車交通対策の問題が大きい本町踏切については、暫定整備を高松市において進めており、アンケート結
果から、その暫定整備後の交通状況を踏まえた中長期的な対策としての高架の道路整備まで行えば、暫定整
備の対策で十分である人を加えると、約8割の人が「十分である」、「効果が期待できる」もしくは「やむ
を得ない」と考えている

等を考慮すると都市計画を廃止しても支障がないと考えられる

〇都市計画が廃止されても、「未来ビジョン」など新たなまちづくりの構想を進めることができ、サンポート
高松の都市拠点機能の向上を図ることができる

〇都市計画が廃止されることにより、様々な制約がなくなるため、沿線のまちづくりの検討が進む
等を考慮すると都市計画を廃止しても支障がないと考えられる

※琴電連立計画区間の東西主要路線の３踏切
本町踏切（市道高松海岸線）
福田町第四踏切（国道11号）
観光道路踏切（観光通り）



６ 今後のスケジュール
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６ 今後のスケジュール

第１回
（R2.9.1）
第１回

（R2.9.1）

【琴電連立の都市計画の目的の確認】
・都市内交通の安全化と円滑化を図り、都市の健全な発展に寄与
①交通渋滞及び踏切事故の解消等
②地域分断の解消等
③サンポート高松の都市拠点機能を高める

【検討の論点整理】
・「交通対策」、「まちづくりの姿」、「住民との合意形成」の３つの論点で検討

第３回
（R3.11.5）
第３回

（R3.11.5）

第４回第４回

【交通対策について】
・現況調査結果（交通量、渋滞）の分析
・課題と対応案の検討
・アンケート調査の概要

第５回第５回
【これまでの検討の整理】
・都市計画の存廃の方向性に応じた今後のスケジュールなどの整理
【住民との合意形成】
・住民等との合意形成の方策について（手法及び評価方法）

【琴電連立の都市計画に関する課題の整理】
・これまでの課題の確認
【今後の検討の進め方】
・「交通対策」の評価方法の検討

第２回
（R3.2.3）
第２回

（R3.2.3）

【アンケート調査結果の分析】
・アンケート調査結果をふまえ、交通対策の評価を実施
【まちづくりの姿についての検証】
・「まちづくりの姿」についての検証
【都市計画の存廃の方向性】
・「交通対策」の評価や「まちづくりの姿」の検証を踏まえ、都市計画の存廃の方向性を決定

36

【次回委員会】

（R4.3.28）

第６回第６回
【委員会の結論の確認】
・今後の対応も含めた都市計画の存廃についての住民との合意形成
・今後のスケジュール等も含めた委員会の結論

令
和
4
年
度

令
和
4
年
度

（R４年度中期）

令
和
2
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

令
和
3
年
度
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参 考 資 料
未来ビジョンの補足説明資料

（高松市作成資料）

1



エリアプラットフォーム活動支援事業（国交省資料抜粋）

2
【高松市作成資料】



本市の考えるエリアプラットフォーム

◆課題の共有

新たな合意形成体 ＝ エリアプラットフォーム

全体最適となる未来ビジョンの策定を目指す

◆アーバンデザイン

令和３年度 エリアの関係者と個別に ヒアリングをスタート

・関係者の抱える課題を共有

・課題同士をマッチング

・単独では達成できない施策展開

・一体的な都市空間

◆機能的 ： 動線等

◆社会的 ： DX・ゼロカーボン

サンポートエリアのまちづくり －今までにない合意形成に向けた本市の取り組み－

役割１ 役割 2

3
【高松市作成資料】



令和３年度 エリアプラットフォーム・未来ビジョン

ディスカッションの中で見えてきたもの

課題を把握

共感できる

ビジョン

すすめる

仕組み

事業の

すすめ方
エリアの特性

サンポートエリアのまちづくり －ヒアリングの結果－

関係者をマッチング

エリアの将来像を描く

ディスカッション

－課題・将来像－

合意形成体を

つくることが課題

ディスカッション

－手法について－

１ ２ ３ ４

4
【高松市作成資料】



ヒアリング －エリアの特性・課題－

行政の土地 ： 約４割

民間の土地 ： ほぼ開発済

検討予定区域 特性
行政所有土地

当事者

人の滞留 ：

回遊性

課題
少ない

低い

行政の土地が多いため、まちづくりの当事者が少ない

サンポートエリアのまちづくり －エリアの特性・課題を把握－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

5
【高松市作成資料】



ヒアリング ー共感できるビジョンー

魅力を最大限に活かす

検討予定区域

エリアのあるべき姿行政所有土地

シビックプライド の醸成

思想

都市に対する市民の誇り

瀬戸内海 交通結節点玉藻公園

魅力に気付き、まちづくりの当事者が増える

『持続性』

サンポートエリアのまちづくり －共感できるビジョン－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

6
【高松市作成資料】



事業のスタート

まずは、行政の土地でソフト事業を展開し滞留性を向上

滞留

少ない

投資

できない

－現状－

地域主導で出来る

当事者を増やす

地域主導

滞留

増える

投資

進む

行政の土地

多い

目標 特性

スタート

サンポートエリアのまちづくり －事業のすすめ方－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

7
【高松市作成資料】



すすめる仕組み －課題－

地域に根ざす継続的な取り組み

縦割りの権限で管理している土地を需要に応じて開放へ

マネジメントする組織が必要

不確定な未来に対して合意形成が困難

一歩目を踏めなければ、これまでと同じ状況になってしまう

行政の土地

エリアプラットフォーム

サンポートエリアのまちづくり －すすめる仕組み－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

共感できるビジョンを視覚的に共有する

未来ビジョン

未来ビジョン

エリアプラットフォーム

行政の土地

利活用

8
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仕組み －従来手法とアジャイル型－

サンポートエリアのまちづくり －仕組みの課題解決－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

※アジャイル型： 仕様などの変更が当然あるという前提に立ち、小単位での「実装 テスト実行」を繰り返しながら徐々に開発を進めていく手法のこと

※

従来手法

アジャイル型

スタートが遅い・切れない

リスクが大きい

スタートが早い

リスクが少ない

変化に対して

脆弱

変化に対して

柔軟

合意形成

合意形成 合意形成 合意形成 合意形成 合意形成 合意形成

綿密に計画

実績
実績 実績

実績
実績

実績

軸はぶれていない

9

迅速に合意形成をおこない、変化に対して柔軟に対応

アジャイル型でないとスタート不可能

【高松市作成資料】



土地の開放 －アジャイル型－

市【可能な範囲】

小

適正な範囲を

検討

法規制

安全性

管理負担

需要

開放のメリット

を示す

管理負担

軽減
儲かる

管理者 管理者事業者 事業者

事業を繰り返す

市 【適正な範囲】 国・県・市 【エリア全体】

スモールスタート 規模拡大

マネジメント権

の開放へ

管理者 事業者

【管理】

【儲かる】

法規制

【所有】

安全性

サンポートエリアのまちづくり －仕組み（土地の開放）－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

10
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×
×

エリアプラットフォーム －アジャイル型－

関係性のみ 出資希望 法人（自立自走型）

小

初期の運営費は出資なし

参画するメリットを示す

民間資金

事業を繰り返す

行政支援

行政主導

特定の便益優先

まちづくりの方向性を示唆

＋

＝

適切な原資

事業を繰り返す

スモールスタート
規模拡大

サンポートエリアのまちづくり －仕組み（エリアプラットフォーム）－

課題 ビジョン 進め方 仕組み

11
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エリアプラットフォームと共に 想像以上の未来へ

未来ビジョン －アジャイル型－

事業を繰り返す

未来ビジョン A

未来ビジョン B

未来ビジョン C

時代の変化
価値観の変容

エリアの
あるべき姿

に対応

【持続性】を担保

エリアプラットフォーム

サンポートエリアのまちづくり －仕組み（未来ビジョン）－

課題 ビジョン 進め方 仕組み
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人の滞留

持続性を目指して

土地の開放

エリア

プラットフォーム

“当事者”が増える シビックプライドの醸成

サンポートエリアのまちづくり －エリアの歩みかた－
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プラットフォームアーキテクト

合意形成体の最適化を図る
ハブ機能

意見の受け皿

情報発信

サービス提供

プレイヤー

地権者

行政

企業

◆官民の立場を理解

◆新たな価値観の創出

◆巻き込む発信力
未来ビジョン

＜第一段＞

次項へ

サンポートエリアのまちづくり －エリアプラットフォームの構成－

エリアプラットフォーム

住民

交通

14
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丸亀町商店街方面

県民

ホール

県立

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

北浜
方面

サンライズテラス

フェリー

ターミナル

旧宇高フェリー

朝日町
福岡町
方面

公設
市場
方面

（国道フェリー廃止）

未来ビジョン【短期】

サンポート多目的広場

駅前広場（駅間連絡）

・ イベント開催
マルシェ・キッチンカー等

玉藻公園

・ イベント開催

ハーバープロムナード

・ イベント開催

水城通り

・ イベント開催
マルシェ・キッチンカー等

・ イベント開催

あつまる エリア へ

が

ひと
もの

こと

史跡保全による制約

国道フェリー廃止により
車道需要の低減

シーフロントプロムナード

・ 周辺住民の憩いの空間

・ 商店街との回遊性向上

・ 海を感じるツール

・ 各施設への誘導 ・ 文化財の活用
県産品売り場・飲食店

玉藻公園西側

・ イベント開催

・ 瀬戸内海との一体感

・ 地域産業との連携

エリア全体

・ MaaS （レンタサイクル）
民有地活用推進

玉藻公園
高松築港駅

多目的広場

シーフロント
プロムナード

キャッスルプロムナード
／水城通り

バラ園周辺

駅前広場（駅間連絡）

高松

マリーナ

イベント開催における課題

・ 車両（搬入用）進入

・ 熱源等の確保

・ 日差し・風対策
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未来ビジョン【中・長期】

つながるエリアへ

が

人
移動

情報

丸亀町商店街方面

県民

ホール

県立

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

北浜
方面

サンライズテラス

フェリー

ターミナル

旧宇高フェリー

朝日町
福岡町
方面

公設
市場
方面

（国道フェリー廃止）

高松築港駅

高松

マリーナ

天守閣
復元

交通モード
の
連携

水産棟との連携向上

高松港

・世界につながる港へ

・ 島を身近に

エリア全体

・ MaaS
・ 移動をパッケージ

・ 一体性

・ 道路・施設再編

意見の受け皿

情報発信

サービス提供

駅前広場

・広場の再編

・ イベントしやすい設備

・ 各施設への誘導

・ 海を感じるツール

・ 窓口の一元化
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